
龍ケ崎市の地域防災への取り組み
（主にソフト面から）

人が元気 まちも元気 自慢したくなるふるさと龍ケ崎

龍ケ崎市

２０１７年６月２０日（火）

「地域における気象防災業務のあり方検討会」（第２回）

資料４



Ⅰ 防災への取り組みを強化してきた経緯

Ⅱ 防災に関する取り組みの現状・展望

Ⅲ 防災に取り組む上での
地元地方気象台への希望や要望

説明項目
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Ⅰ 防災への取り組みを強化してきた経緯

２



１ 利根川上流部大雨による小貝川の破堤

水害発生年月 豪雨の中心 中心域の雨量 利根川の逆流

昭和１０年９月 利根川上流域 ３００～６００ｍｍ あり

昭和１３年６月 関東の平野部 ４００～５００ｍｍ なし

昭和１６年７月 日光・足尾 ２００～３５０ｍｍ あり

昭和５６年８月 利根川上流域 ２００～３５０ｍｍ あり

〇昭和以降、本市に大きな災害をもたらせた水害の状況

〇昭和５７年 ８月２４日を市民防災の日として制定
毎年、８月２４日前後の日曜日に市民総合防災フェアを実施

〇昭和５８年～ 防災行政無線（屋外）を整備開始
（５９年整備完了） 昭和５６年８月２４日

台風第１５号小貝川破堤におる大洪水

業務・意識改革

３



２ 東日本大震災による市内全域の被害

〇平成２４年 ４月１日 総務部危機管理室
危機管理監配置
職員初動対応マニュアル等策定

〇平成２６年 ４年１日 危機管理監・危機管理室（課）：市長直轄
担当職員の増加

地震発生年月日 地震の規模 被害状況

平成２３年３月１１日
・１４：４６ 三陸沖を震源地とするＭ９．０
当市の観測震度５強
・１５：１５ 茨城県沖を震源とするⅯ７．７
当市の観測震度５弱

・死者１名
・負傷者５人
・家屋等の全壊１棟
・一部損壊７、９００棟
・市内全域断水（上水道）
・その他

平成２３年３月１１日
東日本大震災

組織・業務改革
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３ 台風第２６号による土砂災害（がけ崩
れ）災害発生年月日 気象状況 被害状況

平成２５年１０月１６日

・（台風第２６号の通過）
・総降雨量：２４４ｍｍ
・最大時間降雨量：４６．５ｍｍ
・最大風速：１８．５ｍ／ｓ
・最大瞬間風速：２７．８ｍ／ｓ

・土砂災害警戒区域のがけ崩れ１２か所
・一部損壊３棟
・冠水による床下浸水３６棟

平成２５年１０月１６日
台風第２６号による土砂災害

受け手としての組織・業務・意識
を改革された大雨災害！！

業務・意識改革

〇平成２６年３月２７日 龍ケ崎市地域防災計画改善
避難勧告等発令に気象情報数値基準を設定

〇平成２９年３月２９日 龍ケ崎市地域防災計画改善
避難勧告等発令数値基準 土砂災害警戒判定メッシュ情報

（地方気象台から段階的に発表される防災気象情報に対応）
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当時の対応

１ 災害対策本部設置
災害対策本部の設置は，土砂災害（がけ崩れ）の発生覚知後

２ 土砂災害に関する避難勧告等発令の気象情報の数値基準なし
３ 土砂災害（がけ崩れ）発生予測不十分

改善事項

１ 防災気象情報等の理解・解読能力の向上
２ 水戸地方気象台との連携
３ 空振りをおそれず，早め早めの明るいうちに躊躇なく避難勧告等
を発令する体制の構築

４ 土砂災害の避難勧告等発令のため数値基準を設定
５ 土砂災害対応実動訓練の実施
６ 急傾斜地崩壊対策事業の実施

【当時の対応と改善事項】
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Ⅱ 防災に関する取り組みの現状・展望
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防災に関する取り組みの現状・展望の総括

現状 展望

公
助

１ 地域防災計画・災害対策本部活動マニュア
ル等による災害対策本部機能の整備
２ 災害対策本部等訓練の実施とその反映
（１）災害対策本部訓練（※１）
（小貝川洪水避難計画策定・訓練による検証）

（２）新型インフルエンザ住民接種訓練
（３）国民保護対策本部訓練
３ 防災気象情報提供システム等による情報収集
及び対応（気象予報士モデル事業の成果※２）

【関係機関と連携する指揮機能の充実強化】
１ 関係機関（地方気象台・国土交通省河川事務所・県
等）と連携した地域防災計画等の作成・訓練の実施
２ 防災気象情報を活用する防災・減災対応（※３）
（人的被害ゼロにする水防災意識社会）

①職員の防災気象情報の理解・解読能力の向上
②継続的な防災気象情報の収集分析による使用
（インフォメーションをインテリジェンスに）

③住民が避難する避難勧告等の発令
３ 「逃げ遅れゼロ」にする水防災意識社会等の構築

共
助
１ 自主防災組織の充実
２ 防災士等地域防災リーダーの育成
３ 地区防災訓練等の実施

【地区防災減災活動の自己完結化】
１ 地区防災計画（ボトムアップ計画）の策定
２ 防災士の組織化（地域の防災リーダーの育成）

自
助
１ 「防災の手引き」全戸配布による自助啓発
２ 出前講座、防災訓練、講演、広報紙等で自助
の啓発

【自分の身は自分で守る自助啓発】
マイタイムラインの策定（※４） ８



①災害対策本部訓練（水害）
小貝川洪水避難計画の検証

（２８年６月５日）

②災害対策本部訓練（地震）
ＣＳＣＡＴＴＴに基づく
医療指揮活動
（２８年２月１８日）

③新型インフルエンザ
対策本部訓練
住民接種実働訓練
（２７年１月２６日）

（毎日新聞）
（茨城新聞）

〇情報収集、状況判断、避難勧告発令等災害対策本部の運営が最も重要な取り組み事項！！

災害対策本部等訓練（※１）【現状１】

９
④国民保護対策本部訓練



国土交通省河川事務所リエゾン、派遣気象予報士の解説・助言による避難勧告の発令
（気象予報士の段階的に発表される防災気象情報の解説・助言）

【小貝川洪水避難計画策定・訓練による検証】
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〇鬼怒川川島水位観測所（４５．６５ｋｍ） 国土交通省

【関東・東北豪雨時のホットラインによる市長への情報提供】

時間

水位

９／１０９／９ ９／１１

氾濫危険水位

常総市

明るい時期の
早めの避難勧
告等の発令

連続する

線状降水帯
の発生
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助言効果

１ 平常時
・職員の格段の防災気象情報の理解・解読能力のスキルアップ
・防災気象情報を数段深く受け止められる環境の確立

２ 大雨等の対応時（緊急時）
・気象予報士の指導・助言により，市長の避難情報発令において，非常に確度の
高い形で迅速に避難準備情報３回，避難勧告１回を発令。
・市長の避難情報発令の判断・決心振幅が狭まった

気象予報士活用モデル事業の概要

全国市町村の中で６市に平成２８年６月～９月の４か月間、気象予報士を派遣し、平時及び大雨の際の
対応時に、防災気象情報の効果的な利用についてアドバイスを行うことにより市町村の防災対応を支援

気象予報士活用モデル事業の成果（※２）
【現状２】

平成２９年度気象防災アドバイザー（気象予報士）業務委託事業 １２



気象予報士による防災情報
提供システム活用した気象
解説
（気象予報士モデル事業）

担当職員による防災気象情報の理解
解読能力の格段の能力アップ

毎日新聞

防災情報提供システム
危機管理課勉強会
（継続的に実施）

【職員の防災気象情報の理解・解読能力の向上】
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庁舎内対応

資料）気象庁 台風経路図（日時､中心気圧（hPa））より
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台風・集中豪雨等の教訓事項

防災気象情報を活用した防災・減災対応

地方気象台から段階的に
発表される防災気象情報

①職員の防災気象情報の理解・解読能力の向上
②防災気象情報を収集し、防災気象情報を災害発生予測に変換
③住民が避難行動する避難勧告等の発令

【展望１】防災気象情報を活用する防災減災対応（※３）

空振りをおそれず，明るいうちに早め早めに躊躇なく避難勧告等を発令する体制の構築

「逃げ遅れゼロ」を目標とする水防災意識社会の構築

１５

指定河川洪水予報等



①防災気象情報等の収集

②災害発生予測

③対策の決定

④対策の実行

①情報収集努力の指向
②情報資料の収集
③情報資料の評価
④情報の使用

これから降る雨量は・・？
がけ崩れの可能性は・・？
洪水の可能性は・・・・？
田んぼを見回る住民の
用水路への落下は・・・？

⑥いつ，どこへ避難勧告を
発令するか判断・決心

⑦避難勧告等の発令
⑧避難勧告等の広報伝達
⑨避難誘導・避難所運営

⑤いつ，どこで、どんな災害が発生！！

“プロアクティブの原則”
①疑わしきは行動せよ
②最悪事態を想定して行動
③空振りは許されるが、
見逃しは許されない

【②防災気象情報を収集し防災気象情報を災害発生予測に変
換】
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①洪水リスクを知り
②避難勧告の考えを理解し
③各人の環境に合わせた
行動計画作成

【自助意識の向上】

更に、土砂災害
マイタイムライン作成

マイタイムラインの作成（※４）【展望２】
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Ⅲ 防災に取り組む上での
地元地方気象台への希望や要望
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市町村の課題及び今後の対策・要望事項

課題 今後の対策・要望事項

受け手

①防災情報提供システムの活用が不十分（未活用市町村） ・防災情報提供システム利用等の計画的な講習会の開催①

②防災気象情報を収集し災害発生を予測して先行的
に対応不十分

（インフォメーションをインテリジェンスに変換）

・インテリジェンスの重要性の認識
・「完全性」の追及でなく「適時性」「先行性」のマインドへ切
り替え

③防災気象情報等気象用語の理解不十分
例：「猛烈な雨」：
「避難準備情報・高齢者等避難開始」：

・防災気象情報等気象用語の理解について職員及び住民の啓発
・一般の住民に見てもらう気象庁ホームページへの改善②

④「自分の命は自分で守る」自助の意識が不十分
（市町村等に依存）

・住民の主体的情報収集・対応行動の啓発（自助の啓発）
・マイタイムラインの活用

伝え手

⑤空振になった場合の影響
（住民への影響）
・危機意識の保持
・避難勧告等への信頼性低下

（市町村職員への影響）
・避難勧告等発令への疑問、人件費等の増大

・避難勧告等の意義・限界について住民啓発
（“何もなくてよかった！！”という意識へ啓発）
・職員の災害対応意識改革
・市町村が実施する研修・訓練等へ地方気象台職員の派遣
・防災気象情報の精度向上③

（凡例）：赤字は、地元地方気象台への希望要望事項
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地元地方気象台への希望・要望事項
要望・希望事項 具体的要望内容（一例）

防災情報提供システム利用等の計画的な講習会の開催
①

１ 市町村等担当職員へ３～４回／年程度の防災情報提供
システム利用法講習会の計画的開催

２ 防災情報提供システムの運用マニュアル等の提供
３ 防災気象情報等気象用語等の説明
４ 「地方公共団体の防災対策支援のための気象予報士活用
モデル事業（結果報告）」（伊豆市参考）

一般の住民に見てもらう気象庁ホームページへの改善
②

１ トップページに「情報ご利用ガイド」を分かりやすく掲示
し、住民が用途にあった情報を軽易に探し出させる

２ トップページ新着情報を上段に掲載
（ホームページを開いた際に一目で確認できない）

３ 天気概況は、概況予報文から根拠となる天気図等へ移動で
きるシステムにして理解が容易になるよう改善

４ トップページにおいて、自分の地域を登録して地域の気象
状況・予報が軽易に閲覧できるよう改善

防災気象情報の精度向上③
プロアクティブの原則（疑わしきは行動せよ）は、

“オオカミ少年”になる課題の改善

１ 予測大雨降水地域の限定化、雨量予測の精緻化
２ 地元地方気象台のローカライズ情報の提供
（市町村長の避難勧告等の状況判断に資する助言）

２０


